
原 則
（直接報告）

当委員会の権限が事業所管大臣に
委任されている分野における事業者

事業者

報告

個人情報保護委員会

事業者
（当委員会の権限が
事業所管大臣に委任

されている分野における
事業者）

報告

報告

漏えい等報告の報告先について

権限委任先府省庁等

報告

報告
報告 報告

※ 対象となる事業者については、

当委員会ホームページ上で確認

可能。（「漏えい等の対応」内）

権限委任先府省庁等は変更されることがございますので、
報告前に都度ご確認ください。
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